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令和 ５ 年 ４ 月 21 日

第 １３６０１ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第157号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定居宅サービス事業者
の 名 称 又 は 氏 名

事業所の名称及び所在地
指　定
年月日

サービスの種類

1770600722 合同会社つなぐ
ヘルパーステーション　ゆりのき
加賀市松が丘３丁目16－10

令和５年
２月１日

訪問介護

1760391456 株式会社れん
らいず訪問看護ステーション小松
小松市材木町68番地

令和５年
４月１日

訪問看護

1762291464 一般社団法人ＮＥＸＵＳ
訪問看護ステーション
Ｓｔｅｌｌａｓｐｅｓ
白山市相木町106－４　相木ハイツ202

令和５年
４月１日

訪問看護

1770301065 株式会社ＬＡＺＯ
ヘルパーステーション　あおい
小松市八幡ロ37番地７

令和５年
４月１日

訪問介護

1772201131 株式会社らいふわん
ぷらちなくらぶ
白山市宮丸町1144番地

令和５年
４月１日

通所介護

石川県告示第158号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定
した。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

　　　　告　　　示
○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定
 （長寿社会課）　１
○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指
　定 （　　同　　）　１
○指定居宅サービス事業者の事業の廃止の届出
 （　　同　　）　２
○指定介護予防サービス事業者の事業の廃止の届出
 （　　同　　）　２
○公金の収納事務の委託 （医療対策課）　２
○随意契約の相手方等 （　　同　　）　３

　　　　公　　　告
○委託業務に係る提案書の募集公告 （デジタル推進課）　３
○執務室環境改善に係る備品調達業務企画提案の募集公
　告 （　　同　　）　５
○入札公告 （スポーツ振興課）　６
○令和５年度石川県介護支援専門員実務研修受講試験公
　告 （長寿社会課）　８
○公共測量終了公告 （監　理　課）　８
○公共測量終了公告 （　　同　　）　８
○土地区画整理組合の理事就任公告 （都市計画課）　９
　　　　選挙管理委員会
○石川県選挙管理委員会告示第48号の公布公告 ９

目　　　　　　　　　　　次
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事業所番号
指定介護予防サービス
事業者の名称又は氏名

事業所の名称及び所在地
指　定
年月日

サービスの種類

1760391456 株式会社れん
らいず訪問看護ステーション小松
小松市材木町68番地

令和５年
４月１日

介護予防訪問看護

1762291464 一般社団法人ＮＥＸＵＳ
訪問看護ステーション
Ｓｔｅｌｌａｓｐｅｓ
白山市相木町106－４　相木ハイツ202

令和５年
４月１日

介護予防訪問看護

石川県告示第159号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり事業
を廃止する旨の届出があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定居宅サービス事業者
の 名 称 又 は 氏 名

事業所の名称及び所在地
廃止した
サービス
の 種 類

廃止の届出
を受理した
年　月　日

1770400099 社会福祉法人寿福祉会
みやびホームヘルプセンター
輪島市町野町寺地1027番地

訪問介護
令和５年
２月10日

1761490588 有限会社ナーシングアート
訪問看護ステーション　いずみ
河北郡内灘町字向粟崎３丁目31番地
リブラルハイツＢ－２

訪問看護
令和５年
２月20日

1760690717
有限会社さわらび福祉会
やまなか

さわらび訪問看護ステーション
加賀市山中温泉塚谷町ロ24－１

訪問看護
令和５年
３月２日

1760490381
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

輪島訪問看護ステーション
輪島市河井町24部11番地

訪問看護
令和５年
３月10日

石川県告示第160号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のと
おり事業を廃止する旨の届出があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定介護予防サービス
事業者の名称又は氏名

事業所の名称及び所在地
廃止した
サービス
の 種 類

廃止の届出
を受理した
年　月　日

1761490588 有限会社ナーシングアート
訪問看護ステーション　いずみ
河北郡内灘町字向粟崎３丁目31番地
リブラルハイツＢ－２

介護予防
訪問看護

令和５年
２月20日

1760690717
有限会社さわらび福祉会
やまなか

さわらび訪問看護ステーション
加賀市山中温泉塚谷町ロ24－１

介護予防
訪問看護

令和５年
３月２日

1760490381
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

輪島訪問看護ステーション
輪島市河井町24部11番地

介護予防
訪問看護

令和５年
３月10日

石川県告示第161号
　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の規定により、次のとおり公金の収納事務を委託した。
　　令和５年４月21日
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事業所番号
指定介護予防サービス
事業者の名称又は氏名

事業所の名称及び所在地
指　定
年月日

サービスの種類

1760391456 株式会社れん
らいず訪問看護ステーション小松
小松市材木町68番地

令和５年
４月１日

介護予防訪問看護

1762291464 一般社団法人ＮＥＸＵＳ
訪問看護ステーション
Ｓｔｅｌｌａｓｐｅｓ
白山市相木町106－４　相木ハイツ202

令和５年
４月１日

介護予防訪問看護

石川県告示第159号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり事業
を廃止する旨の届出があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定居宅サービス事業者
の 名 称 又 は 氏 名

事業所の名称及び所在地
廃止した
サービス
の 種 類

廃止の届出
を受理した
年　月　日

1770400099 社会福祉法人寿福祉会
みやびホームヘルプセンター
輪島市町野町寺地1027番地

訪問介護
令和５年
２月10日

1761490588 有限会社ナーシングアート
訪問看護ステーション　いずみ
河北郡内灘町字向粟崎３丁目31番地
リブラルハイツＢ－２

訪問看護
令和５年
２月20日

1760690717
有限会社さわらび福祉会
やまなか

さわらび訪問看護ステーション
加賀市山中温泉塚谷町ロ24－１

訪問看護
令和５年
３月２日

1760490381
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

輪島訪問看護ステーション
輪島市河井町24部11番地

訪問看護
令和５年
３月10日

石川県告示第160号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のと
おり事業を廃止する旨の届出があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定介護予防サービス
事業者の名称又は氏名

事業所の名称及び所在地
廃止した
サービス
の 種 類

廃止の届出
を受理した
年　月　日

1761490588 有限会社ナーシングアート
訪問看護ステーション　いずみ
河北郡内灘町字向粟崎３丁目31番地
リブラルハイツＢ－２

介護予防
訪問看護

令和５年
２月20日

1760690717
有限会社さわらび福祉会
やまなか

さわらび訪問看護ステーション
加賀市山中温泉塚谷町ロ24－１

介護予防
訪問看護

令和５年
３月２日

1760490381
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

輪島訪問看護ステーション
輪島市河井町24部11番地

介護予防
訪問看護

令和５年
３月10日

石川県告示第161号
　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の規定により、次のとおり公金の収納事務を委託した。
　　令和５年４月21日
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石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

委　　託　　事　　項
委　　　託　　　先

委 託 期 間
所　在　地 名　　称

石川県立中央病院の診療費等の収納事務
東京都千代田区神田
駿河台四丁目６番地

株式会社　ニチイ学
館

令和５年４月１日から
令和９年３月31日まで

石川県告示第162号
　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号。以下「政令」とい
う。）に規定する特定調達契約につき、随意契約の相手方を決定したので、次のとおり随意契約の相手方等について
告示する。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　随意契約に係る物品等の名称及び数量
　　医療情報総合システム　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　石川県立中央病院管理局用度課情報管理係
　　金沢市鞍月東２丁目１番地
３　随意契約の相手方を決定した日
　　令和５年３月30日
４　随意契約の相手方の名称及び所在地
　　富士通Japan株式会社　北陸支社
　　金沢市広岡３丁目３番11号
５　随意契約に係る契約金額
　　1,714,900,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約の理由
　　政令第11条第１項第１号の規定に該当するため

公　　　　　　　　告

委託業務に係る提案書の募集公告
　次のとおり提案書の提出を募集する。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　業務概要
　⑴　業務名
　　　基幹業務システムの標準化に関する市町支援業務
　⑵　業務内容
　　ア　基幹業務システムの標準化に関する市町支援業務
　　イ　上記業務に付随する業務
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和６年３月31日まで
　⑷　成果物
　　　本業務に係る成果物として、次のとおり納品すること。
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NO. 成果物 内　　　容 納品期限
１ 業務実施計画書 実施体制、作業スケジュール等を記載 キックオフ会議まで
２ 業務従事者経歴書 業務従事者を一覧にした経歴書（氏名、経歴等を記載） キックオフ会議まで
３ 検討会用資料 検討会で用いるための資料 随時
４ 定例会用資料 定例会で用いるための資料 随時
５ 課題管理表 市町の課題を管理する表 随時
６ 業務実施報告書 契約期間中に実施した業務内容に関する報告書 令和６年３月末

２　本プロポーザルに参加する者に必要な資格に関する事項
　　次に掲げる条件の全てに該当する者であること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成
11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

　⑶ 　本プロポーザルに係る書面審査の実施日において、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品
の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及
び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、令和５年度における競争入札参加者資格を有すると認めら
れた者であること。

　⑷ 　参加申込書の提出期限の翌日から本プロポーザルに係る提案書の審査実施日までのいずれの日においても石川
県の指名停止措置を受けていない者であること。

　⑸ 　役員（役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。）が、暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員、又は暴力団関係者
（暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認められる者でないこ
と。

　⑹ 　事業の受託業務に関するノウハウを有し、事業の実施にあたり専任の担当者を配置し、県との打合等に担当者
等を出席させることが可能な者であること。

３　本プロポーザルの手続きに関する事項
　⑴　プロポーザル実施要領等の配布
　　ア　配布する期間
　　　　令和５年４月21日（金）から同年５月12日（金）まで
　　イ　配布する場所
　　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　石川県総務部デジタル推進課地域DX推進グループ
　⑵　質問の受付及び回答
　　　本プロポーザルに関して質問のある者は、実施要領に定める質問書により提出すること。
　　ア　受付期間及び方法
　　　 　令和５年４月21日（金）から同月28日（金）午後５時までの間に石川県総務部デジタル推進課（e120300@

pref.ishikawa.lg.jp）に電子メールにより提出すること。 
　　イ　回答方法
　　　　電子メールにより回答する。
４　参加の申込み及び提案書の提出に関する事項
　⑴　参加申込書及び提案書の提出
　　 　本プロポーザルに参加を希望する者は、実施要領に定める参加申込書及び提案書に必要な書類等を添付して提
出期限までに提出すること。

　⑵　提出期限
　　　令和５年５月12日（金）午後５時
　⑶　提出方法
　　　電子メール（提出期限内必着とする。）により提出すること。
　⑷　提出先メールアドレス
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NO. 成果物 内　　　容 納品期限
１ 業務実施計画書 実施体制、作業スケジュール等を記載 キックオフ会議まで
２ 業務従事者経歴書 業務従事者を一覧にした経歴書（氏名、経歴等を記載） キックオフ会議まで
３ 検討会用資料 検討会で用いるための資料 随時
４ 定例会用資料 定例会で用いるための資料 随時
５ 課題管理表 市町の課題を管理する表 随時
６ 業務実施報告書 契約期間中に実施した業務内容に関する報告書 令和６年３月末

２　本プロポーザルに参加する者に必要な資格に関する事項
　　次に掲げる条件の全てに該当する者であること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成
11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

　⑶ 　本プロポーザルに係る書面審査の実施日において、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品
の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及
び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、令和５年度における競争入札参加者資格を有すると認めら
れた者であること。

　⑷ 　参加申込書の提出期限の翌日から本プロポーザルに係る提案書の審査実施日までのいずれの日においても石川
県の指名停止措置を受けていない者であること。

　⑸ 　役員（役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。）が、暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員、又は暴力団関係者
（暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認められる者でないこ
と。

　⑹ 　事業の受託業務に関するノウハウを有し、事業の実施にあたり専任の担当者を配置し、県との打合等に担当者
等を出席させることが可能な者であること。

３　本プロポーザルの手続きに関する事項
　⑴　プロポーザル実施要領等の配布
　　ア　配布する期間
　　　　令和５年４月21日（金）から同年５月12日（金）まで
　　イ　配布する場所
　　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　石川県総務部デジタル推進課地域DX推進グループ
　⑵　質問の受付及び回答
　　　本プロポーザルに関して質問のある者は、実施要領に定める質問書により提出すること。
　　ア　受付期間及び方法
　　　 　令和５年４月21日（金）から同月28日（金）午後５時までの間に石川県総務部デジタル推進課（e120300@

pref.ishikawa.lg.jp）に電子メールにより提出すること。 
　　イ　回答方法
　　　　電子メールにより回答する。
４　参加の申込み及び提案書の提出に関する事項
　⑴　参加申込書及び提案書の提出
　　 　本プロポーザルに参加を希望する者は、実施要領に定める参加申込書及び提案書に必要な書類等を添付して提
出期限までに提出すること。

　⑵　提出期限
　　　令和５年５月12日（金）午後５時
　⑶　提出方法
　　　電子メール（提出期限内必着とする。）により提出すること。
　⑷　提出先メールアドレス
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　　　e120300@pref.ishikawa.lg.jp
５　その他
　⑴　詳細は、プロポーザル実施要領による。
　⑵ 　受託候補者の選定に当たっては、基幹業務システムの標準化に関する市町支援業務プロポーザル委員会におい
て提案書の内容を審査し、最も優れた提案をした者を選定する。

６　問合せ先
　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県総務部デジタル推進課地域DX推進グループ
　　電話番号　076－225－1243
　　電子メール　e120300@pref.ishikawa.lg.jp

執務室環境改善に係る備品調達業務企画提案の募集公告
　次のとおり企画提案を募集する｡
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容
　⑴　調達件名
　　　執務室環境改善に係る備品調達業務
　⑵　調達内容
　　　調達仕様書等による。
　⑶　納入期限
　　　令和５年７月31日
２　企画提案の参加資格等
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入
札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、
６⑴の審査会開催時点で、令和５年度における競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。
　⑷　提案は、１者につき１件とする。
３　企画提案募集要領の交付場所等
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部デジタル推進課県庁デジタル化推進グループ
　　　電話番号　076－225－1243
　⑵　交付方法
　　　⑴の交付場所において交付する。
　⑶　交付期間
　　　令和５年４月21日（金）から同月28日（金）までの午前９時から午後５時まで（土曜日及び日曜日を除く。）
４　企画提案の参加表明
　⑴　表明期限　令和５年５月18日（木）午後５時
　⑵　表明方法　企画提案募集要領に示す方法による。
５　企画提案書の提出場所等
　⑴　企画提案書の提出場所及び問合せ先
　　　３⑴の交付場所及び問合せ先と同じ。
　⑵　企画提案書の提出期限等
　　ア　提出期限　令和５年５月18日（木）午後５時
　　イ　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合は、提出期限内必着とする。）
　　ウ　提出された企画提案書の提出後の差替えは、認めない。
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６　企画提案書の採否及び契約
　⑴　５⑵アの提出期限までに提出のあった企画提案書について、後日審査会を開催する。
　⑵ 　企画提案書の採否については、⑴の審査会開催後２週間以内に応募者に対し文書で通知し、採用された企画提

案書を提出した者との間で、契約条件を協議の上、契約を締結する。
７　その他
　⑴　契約書作成の要否
　　　要
　⑵ 　提出書類等の作成に要する経費は、応募者の負担とし、提出書類等は、返却しない。なお、提出書類等の機密
保持には、十分配慮する。

　⑶　その他詳細は、企画提案募集要領及び調達要求仕様書による。

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　借上件名及び数量
　　　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上　10台
　⑵　調達件名の特質等
　　　仕様書等による。
　⑶　借上期間　
　　　令和５年６月１日から令和10年５月31日まで
　⑷　借上場所
　　　別途指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和５年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全
てに該当するものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　３⑴アの入札参加資格確認申請書の提出期間の最終日の翌日から入札の日までのいずれの日においても県の指
名停止措置を受けていない者であること。

　⑶　この公告に示す業務を履行できる経験、知識、能力、技術、手段等を有する者であること。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を､ 法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己､ 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって､ 暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が､ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し､ 又は便宜を供与するなど､ 直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し､ 又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
３　入札参加資格の確認手続等
　 　入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類等を添えて提出し、入札参加資格の確認を受
けなければならない。なお、⑴アの提出期間内に入札参加資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格がない
と認められた者は、入札に参加することができない。



6 令和５年４月 21 日（金曜日） 第 1 3 6 0 1 号石　川　県　公　報

６　企画提案書の採否及び契約
　⑴　５⑵アの提出期限までに提出のあった企画提案書について、後日審査会を開催する。
　⑵ 　企画提案書の採否については、⑴の審査会開催後２週間以内に応募者に対し文書で通知し、採用された企画提
案書を提出した者との間で、契約条件を協議の上、契約を締結する。

７　その他
　⑴　契約書作成の要否
　　　要
　⑵ 　提出書類等の作成に要する経費は、応募者の負担とし、提出書類等は、返却しない。なお、提出書類等の機密
保持には、十分配慮する。

　⑶　その他詳細は、企画提案募集要領及び調達要求仕様書による。

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　借上件名及び数量
　　　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上　10台
　⑵　調達件名の特質等
　　　仕様書等による。
　⑶　借上期間　
　　　令和５年６月１日から令和10年５月31日まで
　⑷　借上場所
　　　別途指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和５年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全
てに該当するものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　３⑴アの入札参加資格確認申請書の提出期間の最終日の翌日から入札の日までのいずれの日においても県の指

名停止措置を受けていない者であること。
　⑶　この公告に示す業務を履行できる経験、知識、能力、技術、手段等を有する者であること。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を､ 法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己､ 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって､ 暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が､ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し､ 又は便宜を供与するなど､ 直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し､ 又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
３　入札参加資格の確認手続等
　 　入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類等を添えて提出し、入札参加資格の確認を受
けなければならない。なお、⑴アの提出期間内に入札参加資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格がない
と認められた者は、入札に参加することができない。
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　⑴　入札参加資格確認申請書の提出期間等
　　ア　提出期間　
　　　 　令和５年４月21日（金）から同月28日（金）まで（石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第16

号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）
　　イ　提出時間　
　　　　午前９時から午後５時まで
　　ウ　提出場所
　　　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　石川県県民文化スポーツ部スポーツ振興課
　　エ　提出方法　
　　　　持参により提出すること。
　⑵　入札参加資格の確認の結果の通知
　　　確認の結果の通知は、令和５年５月８日（月）までに入札参加資格確認結果通知書を郵送して行う。
４　入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付
　⑴　入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎10階
　　　石川県県民文化スポーツ部スポーツ振興課
　　　電話番号　076－225－1391　FAX番号　076－225－1388
　⑵　交付期間
　　　令和５年４月21日（金）から同月28日（金）まで（県の休日を除く。）
　⑶　交付時間
　　　午前９時から午後５時まで
５　入札の日時及び場所
　　令和５年５月12日（金）午後３時
　　石川県庁行政庁舎８階801会議室
６　入札方法　
　 　入札金額は、１⑶の借上期間中の賃借料の総額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ
れた金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相
当する金額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定方法
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
８　入札に関する注意事項
　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。
　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。
　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合
において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

　⑷ 　郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は、５に定める入札の日時及び場所に集合すること。
９　入札の無効
　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事
項を遵守しない者及び入札心得に違反した者のした入札は、無効とする。
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除
12　その他
　　詳細は、入札説明書による。
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令和５年度石川県介護支援専門員実務研修受講試験公告
　介護保険法（平成９年法律第123号）第69条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験を次のとおり
実施する。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　試験の日時
　　令和５年10月８日（日）　午前10時から
２　試験の場所（予定）
　　石川県社会福祉会館　　　　　　（金沢市本多町３丁目１番10号）
　　石川県地場産業振興センター本館（金沢市鞍月２丁目１番地）
　　石川県地場産業振興センター新館（金沢市鞍月２丁目20番地）
３　指定試験実施機関
　　社会福祉法人石川県社会福祉協議会
４　出願に関する書類の受付期間
　 　令和５年６月16日（金）から同月30日（金）まで（郵送により提出する場合は、同日までの消印のあるものを受
け付ける。）
５　出願に関する書類の提出先
　　社会福祉法人石川県社会福祉協議会福祉総合研修センター
　　〒920－0022　金沢市北安江３丁目２番20号（金沢勤労者プラザ４階）
　　電話番号　076－221－1833
６　合格発表及び発表方法
　　令和５年12月４日（月）
　 　受験者（欠席者及び無効者を除く。）に郵送により通知するほか、県及び県社会福祉協議会ホームページに合格
者の受験番号を掲載する。また、県庁行政庁舎及び県保健福祉センター・地域センターにおいて合格者の受験番号
を掲示する。
７　その他
　 　受験案内等の請求その他詳細については、社会福祉法人石川県社会福祉協議会福祉総合研修センターへ問い合わ
せること。

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省都市局都市
政策課長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（３ D モ デ ル 作 成）

令和５年２月20日から
同年３月22日まで　　

加賀市

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、加賀市長から、次のと
おり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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令和５年度石川県介護支援専門員実務研修受講試験公告
　介護保険法（平成９年法律第123号）第69条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験を次のとおり
実施する。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　試験の日時
　　令和５年10月８日（日）　午前10時から
２　試験の場所（予定）
　　石川県社会福祉会館　　　　　　（金沢市本多町３丁目１番10号）
　　石川県地場産業振興センター本館（金沢市鞍月２丁目１番地）
　　石川県地場産業振興センター新館（金沢市鞍月２丁目20番地）
３　指定試験実施機関
　　社会福祉法人石川県社会福祉協議会
４　出願に関する書類の受付期間
　 　令和５年６月16日（金）から同月30日（金）まで（郵送により提出する場合は、同日までの消印のあるものを受
け付ける。）
５　出願に関する書類の提出先
　　社会福祉法人石川県社会福祉協議会福祉総合研修センター
　　〒920－0022　金沢市北安江３丁目２番20号（金沢勤労者プラザ４階）
　　電話番号　076－221－1833
６　合格発表及び発表方法
　　令和５年12月４日（月）
　 　受験者（欠席者及び無効者を除く。）に郵送により通知するほか、県及び県社会福祉協議会ホームページに合格
者の受験番号を掲載する。また、県庁行政庁舎及び県保健福祉センター・地域センターにおいて合格者の受験番号
を掲示する。
７　その他
　 　受験案内等の請求その他詳細については、社会福祉法人石川県社会福祉協議会福祉総合研修センターへ問い合わ
せること。

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省都市局都市
政策課長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（３ D モ デ ル 作 成）

令和５年２月20日から
同年３月22日まで　　

加賀市

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、加賀市長から、次のと
おり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（数値修正図化　地図情報レベル2 5 0 0）

令和５年２月17日から
同年３月31日まで　　

加賀市内の一部

土地区画整理組合の理事就任公告
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、次のとおり土地区画整理組合の理事が就任
した旨の届出があった。
　　令和５年４月21日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　白山市番匠町土地区画整理組合
　就任した理事

氏　　　名 住　　　　　　　　所 就任年月日
浅 田 稔 了 白山市番匠町153番地 令和５年４月３日
飯 田 耕 二 白山市番匠町165番地 〃
飯 田 真 司 白山市番匠町160番地 〃
一 明 俊 徳 白山市番匠町161番地 〃
熊 谷 重 喜 白山市番匠町172番地 〃
熊 谷 正 雄 白山市番匠町234番地 〃
徳 　 久 康 白山市番匠町218番地 〃

選 挙 管 理 委 員 会

石川県選挙管理委員会告示第48号の公布公告
　石川県選挙管理委員会組織運営規程（昭和56年石川県選挙管理委員会規程第１号）第21条の規定によりその例によ
ることとされる石川県告示等の公布に関する規則（昭和45年石川県規則第38号）第２条ただし書の規定により、次の
とおり県庁前の掲示場に掲示して公布した。
　　令和５年４月21日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

石川県選挙管理委員会告示第48号
　令和５年４月９日執行の石川県議会議員選挙において当選した者の住所及び氏名を、公職選挙法（昭和25年法律
第100号）第101条の３第２項の規定により次のとおり告示する。
　　令和５年４月11日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

選　挙　区　名 住　　　　　　　所 氏　　　名
　 石川県金沢市久安２丁目501番地 山　﨑　美絵子

石川県金沢市畝田東２丁目594番地 長　田　哲　也
石川県金沢市金石東２丁目４番８号 下　沢　佳　充
石川県金沢市涌波３丁目９番５号 不　破　大　仁
石川県金沢市笠舞２丁目22番16号 打　出　喜代文
石川県金沢市小立野３丁目28番25号 川　裕　一　郎

金 沢 市 選 挙 区

石川県金沢市額谷１丁目72番地１ 田　中　敬　人
石川県金沢市平和町３丁目３番24号 紐　野　義　昭
石川県金沢市額新保３丁目130番地ウイットセブンＣ３ 佐　藤　正　幸
石川県金沢市神谷内町へ104番地１ 中　村　　　勲
石川県金沢市泉１丁目６番14号 盛　本　芳　久
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石川県金沢市荒屋１丁目74番地２ 谷　内　律　夫
石川県金沢市黒田１丁目186番地レフィナードⅡ・101号 小　松　　　実
石川県金沢市長土塀１丁目７番４号 安　居　知　世
石川県金沢市大手町９番30号トミタビル201号 太郎田　真　理
石川県金沢市南御所町73番地 米　澤　賢　司

七 尾 市 選 挙 区
石川県七尾市昭和町39番地 清　水　真一路
石川県七尾市矢田町25号雉子曽18番地４ 和田内　幸　三

小 松 市 選 挙 区

石川県小松市土居原町780番地 福　村　　　章
石川県小松市西軽海町４丁目37番地 一　川　政　之
石川県小松市犬丸町甲９番地 竹　田　良　平
石川県小松市安宅町ヨ22番地 南　　　知　子

輪 島 市 選 挙 区 石川県輪島市門前町深田21の39番地の３ 宮　下　正　博

珠 洲 市 鳳 珠 郡 選 挙 区
石川県鳳珠郡能登町字五郎左エ門分桐部16番地 堂　前　利　昭
石川県珠洲市宝立町鵜島21字31番地 平　蔵　豊　志

加 賀 市 選 挙 区
石川県加賀市津波倉町イ17番地１ 髙　辻　伸　行
石川県加賀市山代温泉14の67番地 室　谷　弘　幸

羽咋市羽咋郡南部選挙区 石川県羽咋市島出町上１番地 稲　村　建　男
か ほ く 市 選 挙 区 石川県かほく市秋浜ハ80番地６ 沖　津　千万人

白 山 市 選 挙 区

石川県白山市河内町久保い46番地 横　山　隆　也
石川県白山市矢頃島町37番地 安　実　隆　直
石川県白山市鶴来大国町マ19番地 車　　　幸　弘
石川県白山市上小川町168番地 作　野　広　昭

能 美 市 能 美 郡 選 挙 区
石川県能美市岩内町ヌ８番地１ 善　田　善　彦
石川県能美市大長野町イ167番地 亀　田　　　豊

野 々 市 市 選 挙 区
石川県野々市市粟田１丁目119番地 馬　場　弘　勝
石川県野々市市野代２丁目115番地 吉　田　　　修

河 北 郡 選 挙 区
石川県河北郡津幡町字庄へ36番地２ 焼　田　宏　明
石川県河北郡内灘町字大学２丁目７番地 太　田　臣　宣

羽 咋 郡 北 部 選 挙 区
石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲34番地 石　田　　　章
石川県羽咋郡志賀町徳田乙の９番地 稲　岡　健太郎

鹿 島 郡 選 挙 区 石川県鹿島郡中能登町井田58部９番地 岡野定　隆　志


